
平成２７年度中小企業・小規模事業者政策の概要

中小企業・小規模事業者関係予算等の推移

１．中小企業対策費の推移

25年度 26年度 27年度（要求） 特別枠

政府全体 1,811億円 1,853億円 2,416億円 983億円

うち経産省計上 1,071億円 1,111億円 1,295億円 441億円

※25年度の復旧・復興経費を含む中小企業・小規模事業者関係予算は政
府全体で2,963億円（うち経産省関連分は1,947億円）。

※26年度の復旧・復興経費を含む中小企業・小規模事業者関係予算は政
府全体で2,242億円（うち経産省関連分は1,448億円）

※経済産業省27年度要求額のうち金融支援は289億円（26当初：286億円）

２．２５年度補正予算

25年度補正

政府全体 3,403億円（金融支援1,352億円）

うち経産省計上 2,582億円

３．財政投融資計画（貸付規模）の推移
＜日本政策金融公庫（中小企業・小規模事業者向け業務）＞

25年度
（実績）

26年度
（計画）

27年度
（要求）

中小企業事業分 1.95兆円 2.60兆円 2.30兆円

国民生活事業分 2.22兆円 2.75兆円 2.64兆円

（うちマル経） 0.20兆円 0.25兆円 0.26兆円

今後の中小企業・小規模事業者政策の柱

１．被災地の中小企業・小規模事業者対策に
万全を期す

２．地域の中小企業・小規模事業者の活性化

３．小規模事業者支援策の強化

４．中小企業・小規模事業者のイノベーション
推進

５．創業・第二創業等へのきめ細かな支援

６．消費税転嫁対策等

＜日本再興戦略におけるＫＰＩ＞

○開廃業率10％台（現状約5％）を目指す
○2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を70万社から
140万社に増やす

○今後5年間（2017年度まで）で新たに1万社の海外展開を
実現する 1



今後の中小企業・小規模事業者政策①

１．被災地対策

○中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（グループ補助金）

【事項要求】
・中小企業等グループが作成した計画に基づく施設復旧等を支援。従

前の施設等の復旧では事業再開や継続、売上げ回復が困難な場合に
ついては、新分野需要開拓等を見据えた新たな取組に対し支援。

○東日本大震災復興貸付等 【218.0億円（継続）】
・被災した中小企業・小規模事業者を、低利融資（基準利率から最大

1.4%引き下げ）により支援。※基準利率：中小企業事業：1.60%、国民生活
事業：標準利率（災害貸付等）1.55%（8月13日時点）

○中小企業移動販売支援事業【0.5億円（継続）】
・商工会、商工会議所を通じ移動販売車両（軽トラック）を貸出。

○中小企業再生支援協議会事業【35.5億円（継続）】
・産業復興相談センターにおける相談や再生計画の策定を支援。

○中小企業基盤整備機構の運営費交付金【18.4億円（継続）】
・市町村が保有する仮設店舗・工場の解体・撤去等について支援。

２．地域の中小企業・小規模事業者の活性化

○ふるさと名物応援事業 【23.0億円（新規）】
・中小企業・小規模事業者による「ふるさと名物」の開発、販路開

拓、マーケティング、地域ブランド化等、地域全体の付加価値向

上に向けた取組を支援。

○小規模事業対策推進事業 【68.1億円の内数（拡充）】
・地域における「ふるさと名物」の消費を促すため、新たに商工

会・商工会議所が「ふるさと名物応援券」を発行する際に、応援

券のプレミアム分を支援。

●中小企業者等に係る法人税の軽減税率の引下げ

（１）「地域資源」の活用、地域人材の育成等

（２）地域活性化に向けた商店街の積極活用

○地域産品のブランド力向上を図るために「地
域資源法」の改正 【早期に法案提出予定】

○地域商業自立促進事業 【25.0億円（継続）】
・商店街におけるインキュベーション施設整備、専門家派遣、空き

店舗への店舗誘致、店舗集約化等の新陳代謝を促す取組を支援。

●商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長

○中小企業・小規模事業者人材対策事業 【20.0億円（新規）】
・地域の中小企業・小規模事業者に対し、子育て等により離職した

女性をはじめとして、若者、シニアなど多様な人材の発掘・紹

介・定着を一貫支援するとともに、都市部において人材の発掘・

紹介を行う地域人材バンク拠点（仮称）を新たに整備。

○中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
【 25.0億円（拡充）】

・海外専門家派遣による商品開発やＦ／Ｓ調査、海外展示会出展支

援、「海外現地支援プラットフォーム」の設置などの一貫支援。

加えて、海外進出後の経営改善のため事業再編の支援を実施。
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今後の中小企業・小規模事業者政策②

３．小規模事業者支援策の強化

４．中小企業・小規模事業者のイノベーション推進

○革新的ものづくり産業創出連携促進事業 【112.0億円（新規）】
・特定ものづくり基盤技術を「デザイン」分野に広げ、中小企業・小

規模事業者が産学官連携して行う製品の付加価値を高める技術開発

の支援に加え、地域の中核企業等との連携による販路構築や、商品

化・事業化ニーズを起点とする研究開発計画策定等を新たに支援。

○小規模企業振興基本法に基づき基本計画を策定
○小規模事業者対策の抜本強化（小規模事業者向け予算の規模：26年度当初76億円⇒27年度概算要求175億円）

○商業・サービス競争力強化連携支援事業 【9.9億円（新規）】
・「サービス高度化ガイドライン（仮称）」に沿って行う、又は産

業競争力強化法における企業実証特例制度、グレーゾーン解消制

度を活用して行う、サービスモデルの開発等を新たに支援。

○企業取引情報等に基づく地域活性化事業 【2.2億円（新規）】
・「地域産業構造分析システム」の運営を通じた地域の中核企業の

発掘。

○中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
【34.0億円（継続）】

・コーディネーターを中心に、地域の支援機関等と連携しながら、中

小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題を分析し、課題解

決に最適な手法を選択して支援を行う拠点（よろず支援拠点）を

47都道府県に整備。また、専門的な経営課題の相談に対応するた

め、専門家派遣を実施。

○中小企業・小規模事業者情報プラットフォーム活用支援事業
【9.0億円（新規）】

・支援ポータルサイト「ミラサポ」の運営に加え、大企業側のニーズ

を、革新的技術等を持つ中小企業等に提示する「逆見本市」を新

たに実施。

○小規模事業対策推進事業 【68.1億円（拡充）】（再掲）
・経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所の事業者支

援、商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓支援、

経営指導の運営支援を実施（26年度当初18.8億円から大幅増）。

○小規模事業者等人材・支援人材育成事業 【5.2億円（拡充）】
・中核人材育成に向けたインターンシップなどの実践的な研修、商

工会・商工会議所の経営指導員の研修を実施。

○小規模事業者経営改善資金融資事業 【40.0億円（継続）】
・日本政策金融公庫が小規模事業者向けに無担保・無保証人・低利

で融資を行う際、金利差分の補給金を交付。

○中小ものづくり高度化法に基づく特定ものづくり基盤技術に「デザイン」分野を追加

（１）小規模事業者を支援 （２）経営支援を強化
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今後の中小企業・小規模事業者政策③

５．創業・第二創業等へのきめ細かな支援

○地域創業促進支援委託事業 【5.0億円（継続）】
・創業者向けや女性起業家向けの創業スクールに加え、新たに大学に

おけるモデル的な起業家教育講座や起業家との交流による小中学校

向けの起業家教育の取組を支援。

○中小企業・小規模事業者経営力強化融資・保証事業
【 11.0億円（継続）】

・中小企業・小規模事業者の経営力強化を図るための、認定支援機

関による事業計画の策定支援等を前提とした低利融資・保証制度。

女性・若者・シニアによる創業等に対して金利を引き下げ。

○新創業融資制度 【財投（拡充）】
・創業後2年以内の事業者に対する融資制度について、産業競争力強

化法に基づく「特定創業支援事業」を受けた場合などに自己資金

要件を撤廃。

○再挑戦支援資金 【財投（拡充）】
・再挑戦する起業家に対する融資制度。女性等に対しては金利を引き

下げ。

○中小企業再生支援協議会事業 【46.0億円（拡充）の内数】
・「事業引継ぎ支援センター」の機能強化及び後継者不在企業と創

業希望者をマッチングする「後継者バンク」の全国展開を実施。

○地域課題解決ビジネス普及事業 【2.0億円（新規）】
・介護、保育などの地域が抱える課題をビジネスの手法により解決

する中小企業・ＮＰＯ等の取組を支援。

●地域の事業・雇用を担うＮＰＯ法人への信用保証制度の拡大
●事業承継に係る贈与税の納税猶予制度の拡充
●個人事業者の事業用資産に係る軽減措置の創設
●小規模企業共済制度の見直し

６．消費税転嫁対策等

○消費税転嫁対策窓口相談等事業 【15.0億円（新規）】
・消費税の円滑な転嫁のため、専門家派遣、講習会の開催、相談窓口

の設置パンフレットの作成等を支援。

○消費税転嫁状況監視・検査体制強化等事業【46.3億円（継続）】
・消費税の円滑な転嫁のため、時限的に転嫁対策調査官（転嫁Ｇメ

ン）を措置（４７４名）し、悉皆的書面調査を実施。

（１）創業支援 （２）第二創業支援
○創業・第二創業促進補助金 【25.0億円（新規）】
・創業者（女性・ＮＰＯ含む）に対する創業費用の補助に加え、新

分野に挑戦する第二創業者に対し、新たに撤去費用等の廃業コス

トも支援。

（３）新陳代謝の促進

中小・ベンチャー企業からの政府調達を強化すべく、官公需法を改正 【早期に法案提出予定】

（１）消費税転嫁対策 （２）事業再生支援強化、資金繰り支援
○中小企業再生支援協議会事業 【46.0億円（拡充）の内数】
・各都道府県の中小企業再生支援協議会において事業再生支援を実施。

○事業計画策定・実行支援事業 【15.0億円（新規）】
・認定支援機関等が事業計画の策定・実行を支援することで、アイデ

ア・技術等を有する事業者の資金繰り円滑化と新事業展開等を促進。

○きめ細かな資金繰り支援 【236.8億円（継続）】
・政策金融・信用保証制度による資金繰り支援を実施。 4


